
●
自
衛
隊 

医
科
・
歯
科
幹
部

・
資
格
／
医
師
免
許
ま
た
は
歯
科
医
師
免

許
の
取
得
者

・
受
付
期
間
／
6
月
8
日
（
木
）
ま
で

・
試
験
日
／
6
月
23
日
（
金
）

・
試
験
会
場
／
受
験
票
交
付
時
通
知

●
海
上
自
衛
隊
・
航
空
自
衛
隊
・
技
術
海

上
幹
部
・
技
術
航
空
幹
部

・
資
格
／
大
卒
以
上
の
者
で
応
募
資
格
に

定
め
ら
れ
た
学
科
、
専
攻
学
科
な
ど
を

卒
業
後
、
2
年
以
上
の
業
務
経
験
の
あ

る
者

・
受
付
期
間
／
5
月
19
日
（
金
）
ま
で

・
試
験
日
／
6
月
19
日
（
月
）

・
試
験
会
場
／
受
験
票
交
付
時
通
知

●
海
上
自
衛
隊
、
航
空
自
衛
隊
、
技
術
海

曹
・
空
曹

・
資
格
／
20
歳
以
上
の
者
で
国
家
免
許
資

格
取
得
者

・
受
付
期
間
／
5
月
19
日
（
金
）
ま
で

・
試
験
日
／
6
月
16
日
（
金
）

・
試
験
会
場
／
受
験
票
交
付
時
通
知

※
受
験
資
格
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

防
衛
省
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部 

有
田
募
集
案
内
所
（
有
田
市
宮
崎
町

1
0
6
‐
2
）　
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募 

集

◆
◆
◆

防
衛
省
・
自
衛
隊
か
ら
の
お
知
ら
せ

各
種
目 

自
衛
官
の
募
集

●
第
1
回 

自
衛
官
候
補
生

・
資
格
／
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

・
受
付
期
間
／
6
月
22
日
（
木
）
ま
で

・
試
験
日
／
【
ｗ
ｅ
ｂ
試
験
】
6
月
28
日

（
水
）
～
7
月
2
日
（
日
）
の
い
ず
れ

か
1
日
【
身
体
検
査
、
面
接
】
7
月
6

日
（
木
）
～
9
日
（
日
）
の
い
ず
れ
か

1
日

・
試
験
会
場
／
和
歌
山
県
民
文
化
会
館

（
和
歌
山
市
）

●
第
2
回 

自
衛
隊
幹
部
候
補
生
（
一
般
）

・
資
格
／
【
大
卒
程
度
】
22
歳
以
上
26
歳

未
満
の
者
【
院
卒
者
】
20
歳
以
上
28
歳

未
満
の
者

・
受
付
期
間
／
6
月
15
日
（
木
）
ま
で

・
試
験
日
／
6
月
24
日
（
土
）

※
飛
行
要
員
除
く

・
試
験
会
場
／
和
歌
山
地
方
協
力
本
部
庁

舎
（
和
歌
山
市
）

●
第
2
回 

自
衛
隊
歯
科
・
薬
剤
科
幹
部

候
補
生

・
資
格
／
専
門
大
学
卒
（
見
込
み
含
む
）

【
歯
科
】
20
歳
以
上
30
歳
未
満
の
者
【
薬

剤
科
】
20
歳
以
上
28
歳
未
満
の
者

・
受
付
期
間
／
6
月
15
日
（
木
）
ま
で

・
試
験
日
／
6
月
24
日
（
土
）

・
試
験
会
場
／
和
歌
山
地
方
協
力
本
部
庁

舎
（
和
歌
山
市
）

保 

険

◆
◆
◆

保
険
料
軽
減
判
定
基
準
が

変
更
さ
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
、
被

保
険
者
が
等
し
く
負
担
す
る
均
等
割
額

（
５
万
3
1
7
円
）
と
被
保
険
者
の
所

得
に
応
じ
て
決
ま

る
所
得
割
額
（
９
．

３
３
％
）
の
合
計
額

で
す
。
世
帯
の
所
得

が
低
い
方
に
対
し
て

は
均
等
割
額
が
軽
減

さ
れ
る
措
置
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
均
等
割

額
の
軽
減
措
置
が
変

更
さ
れ
ま
す
。

令
和
5
年
度

（
2
0
2
3
年
度
）

保
険
料
額
の
通
知
は
、

7
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。

問
住
民
課（
吉
備
庁
舎
）

軽減割合 令和 4 年度 令和 5 年度

5 割軽減 43 万円 +10 万円×（年金・給与所得者の
数 -1）+28.5 万円×（被保険者数）以下

43 万円 +10 万円×（年金・給与所得者の
数 -1）+29 万円×（被保険者数）以下

2 割軽減 43 万円 +10 万円×（年金・給与所得者の
数 -1）+52 万円×（被保険者数）以下

43 万円 +10 万円×（年金・給与所得者の
数 -1）+53.5 万円×（被保険者数）以下
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